
GM条例改正の考え方について

条例により、道内でＧＭ作物を栽培するには、事前に
・近隣の方への説明会
・知事への申請
・手数料の支払い が必要です。

これらを行わずに栽培
すると罰則の対象に
なってしまいます

一方で、条例制定時（2005年）には想定し得なかったGM作物が開発され、
例えば、ご家庭で遺伝子組換えの観賞用植物の鉢植えなどを楽しむためであっても、
現行条例上では、申請の手続きが必要になります。

条例の適用対象を食用、飼料用、
隔離ほ場における栽培にします！

北海道では、
「北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例」
を制定し、遺伝子組換え（GM）作物の開発等に係る産業活動と
一般作物に係る農業生産活動との調整ルールを定めています。

今回の改正では、

※１年以下の懲役又は50万円以下の罰金

令和４年(2022年)６月
北海道農政部食品政策課
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カルタヘナ法と北海道GM条例の関係

カ
ル
タ
ヘ
ナ
法

道
Ｇ
Ｍ
条
例

第一種使用等

食用 飼料用 その他
観賞用など

届出
（条例第１７条）

許可申請
（条例第４条）

パパイヤ

アルファルファ、セイヨウナタネ
ダイズ、テンサイ、トウモロコシ

隔離ほ場
（期間限定、作物種問わず）

イネ、ワタ、カラシナ、
シクラメン、トマト、
ベントグラスなど

カーネーション
バラ

ファレノプシス

対象外

開放系一般栽培 開放系試験栽培

開
放
系
試
験
栽
培

GM条例の対象

※カルタヘナ法の囲みの中で記載している作物名は、令和４年３月末時点で、第一種使用等が承認されているもの。
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